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短期入所生活介護 ショートステイ りんどう 

『重要事項説明書』 
 

当施設は介護保険の指定を受けています 

帯広市指定 第０１７４６０２４１７号 

 

 

   当施設はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次のとおり説明致しま

す。 
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１ 施設経営法人について 

 

（１）法人名           社会福祉法人 刀圭会 

（２）代表者           長谷川 賢 

（３）法人所在地         北海道帯広市西１６条北１丁目２７番地 

（４）設立年月日         平成９年９月１１日 

 

 

２ ご利用施設について 

 

（１）施設の種類         指定短期入所生活介護事業所（平成 29 年 3 月 10 日指

定） 

（２）施設の名称         地域密着型介護老人福祉施設 りんどう 

（３）施設長（管理者）      荒屋敷 典光 

（４）施設所在地         北海道帯広市西 16 条北 1 丁目 27 番地 144 

（５）電話番号          （０１５５）６７―５759 

（６）開設年月日         平成２9 年３月１６日 

（７）利用定員          7 名併設型・１１名（空床室利用） 

 

 

３ 居室の概要について 

  

（１） 居室の概要 

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

施設設備 室数 設備・備考 

居   室 7 室併設型・１１室（空床利用） 利用料金は、ご契約者のご負担となります。 

静 養 室 １室  

食   堂 １室  

機能訓練室 １室 １階食堂及び機能訓練室 

浴   室 １室 大浴槽１、機械浴槽１ 

医 務 室 １室  

便   所  ９室 多目的トイレとして使用出来ます。 

 

※ 上記は厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられて

いる施設設備です。この施設設備の利用にあたり、居室以外はご契約者に特別ご負担頂

く費用はありません。 

※ ご契約者から居室の変更希望の申し込みがあった場合は、居室の空き状況により施設で

その可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があり

ます。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 
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４ 職員の配置状況について 

  

当施設では、ご契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、兼務職員も含め指定基準を遵守しています。 

職 種 配置員数 勤務体制 

１．施設長 １名 ８：３０～１７：３０ 

2．生活相談員 １名 ８：３０～１７：３０ 

 

3．介護職員 

 

９名 

７：００～１６：００（早出） 

９：００～１８：００（中出） 

１５：００～０：００（遅出） 

０：００～９：００（夜勤） 

※業務都合により変更有り 

4．看護職員 ２名（兼務） ８：３０～１７：３０ 

5．栄養士 １名（兼務） ８：３０～１７：３０ 

6．介護支援専門員 １名 ８：３０～１７：３０ 

7．機能訓練指導員 １名（兼務） ８：３０～１７：３０ 

８．医 師 1 名（嘱託） 月１回定期往診を行います。 

 介護費保険法に基づく「（介護予防）短期入所生活介護サービスの 事業の人員、設備

及び運営に関する基準」に示された数以上の職員を配置する。  

 

 

  

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供させて頂きます。 

  当施設が提供するサービスについて 

・利用料金が介護保険から給付される場合 

・利用料金の全額をご契約者にご負担頂く場合があります。 

 

（１） 介護給付の対象となるサービス 

（料金については、別紙１料金表をご参照下さい） 

以下のサービスについては、居住費、食費を除いて負担割合（１割～３割）に応じて、 

利用料金の９割～７割が介護保険から給付されます。 

※介護保険改正などにより、保険給付額に変更があった場合は変更された額に 

合わせて、入居者の負担額を変更します。変更時は別紙料金表によるご契約者 

の同意を得るものとします。 

 

① 食  事：当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況 

及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間帯）朝食：７：３０～  昼食：１２：００～  夕食：１7：30～ 

５ 当施設が提供するサービスと利用料金について 
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② 入  浴：ご契約者が身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう 

に、週２回以上の入浴や状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等 

の適切な介助を行います。 

③ 排  泄：排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練：機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに 

必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 健康管理：医師、看護職員が健康管理を行います。 

⑥ その他自立への支援：清潔で快適な生活を送って頂けるよう、適切な整容が行われるよう  

支援します。生活援助は、介護保険の主旨である自立支援に向けて、 

残存機能を最大限に活かした支援を行います。 

 

（２） その他介護給付サービス加算 

（料金については、別紙 1 料金表をご参照下さい） 

 

（３） 介護給付の対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額をご契約者にご負担頂きます。 

① 理 美 容：利用料金 １回あたり実費負担 

              理美容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用頂けます。 

パーマ等についても実費を負担頂くことで、ご利用になれます。 

② 貴重品の管理： 

お預かりするもの ・介護保険被保険者証 ・介護保険負担限度額認定証 

・社会福祉法人が行う介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福 

祉施設の利用者負担軽減証 

 

③ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・クラブ活動：利用料金 無料 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くこと 

が出来ます。 

④ 複写物の交付： 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。 

複写物を必要とする場合には複写一部につき１０円頂きます。 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費： 

      日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者 

にご負担頂くことが適当であるものについては、その費用を実費負担して 

頂きます。 

      ※おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありま 

せん。 

⑥ 個人が希望する特別な食事 ：ご契約者の特別なメニュー、食材等。 
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（４） その他、介護給付の対象とならないサービス 

① 食事の提供に要する費用（食材費及び調理費） 

ご契約者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

実費相当額の範囲内にてご負担頂きます。但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受

けている方は、その認定証に記載された食費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

 

② 滞在に要する費用（光熱水費） 

当施設及び設備を利用し、滞在されるに当たり光熱水費相当額をご負担頂きます。但し、

介護予防負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載さ

れた滞在費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

 

（５） 利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）、（３）、（４）の料金・費用は１ヵ月毎に計算しご請求させて頂きます。 

 翌月末日までに以下の方法でお支払い下さい。 

 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日前後にご希望の宛て先に送付致します。 

 請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。 

 

ア） 自動口座引き落とし 

＊引き落とし手数料につきましては、利用者様ご負担となります。 

 

イ） 事業者指定口座への振り込み 

＊振り込み手数料につきましては、利用者様ご負担となります。 

   【事業者指定口座振り込みの場合】 

      帯広信用金庫 西支店 普通預金 店番 020 口座番号 １２４８９６１ 

      口座名義 （福）刀圭会 りんどう 

               理事長 長谷川 賢 

    お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 

 

（６） 利用中の医療の提供及び医療機関への受診について 

利用中は看護師が基本的医療の提供と内服薬の管理を行います。利用中に医療機関への

受診が必要な場合は主治医の関係上、ご家族様へ依頼しておりますので予めご了承下さ

い。 

 

６ 短期入所生活介護計画書作成について 

   

当施設では、ご契約者個々に合ったサービスを提供するため、生活相談員が短期入所生活介

護計画を作成します。 

短期入所生活介護計画は、ご契約者及びそのご家族等に対して説明し、同意を得た上で決定

します。ご契約者及び、そのご家族の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを調査し、必

要があると認められた場合には計画を変更します。 
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（契約の終了について） 

 契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契

約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条

件で更新され、以後も同様となります。 

 契約期間中には、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができま

すが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状態が自立と判定された場合。 

② 法人・施設が解散した場合、破産した場合、やむを得ない事由により施設を閉鎖した場

合。 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場

合。 

④ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

⑤ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい） 

⑥ 事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい） 

 

（１） ご契約者からの退居の申し出があった場合（中途解約・契約解除） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場

合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届けをご提出下さい。 

 但し、以下の場合には即時に契約を解約・解除することが出来ます。 

① 介護給付対象サービスの利用料金に同意できない場合。 

② ご契約者が入院された場合。 

③ 事業者若しくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合 

④ 事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 

⑤ 事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体、財産、信用等を

傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場

合。 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体、財産、信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合。 

  

（２） 当施設からの申し出により退居していただく場合（契約解除） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させて頂くことがございます。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合。 

② ご契約者により、サービス利用料金の支払いが３ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催

７ サービスの利用の中止について          
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告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他のご契約

者等の生命、身体、財産、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと等によって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

（３） 契約の終了に伴う援助 

契約が終了する場合には、施設はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案

し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

８ 苦情の受付について 

 

（１） 当施設における苦情の受付 

   当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

 

○ 苦情受付窓口（担当者） 

 [職名] 施設長 荒屋敷 典光   生活相談員 富田 麻美 

○ 受付時間  ８：３０～１７：３０ 

また、苦情受付ボックスを事務所前に設置しております。 

 

（２） 行政機関、その他苦情受付機関 

帯広市役所 地域福祉課 総務係 

所在地   帯広市西５条南７丁目１番地 

電話番号  ０１５５－６５－４１４６（直通） 

受付時間  ８：４５～１７：３０（土日、祝日を除

く） 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

所在地   札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号  ０１１－２３１－５１６１（代表） 

受付時間  ９：００～１７：００（土日、祝日を除

く） 

 

９ サービス提供における事業者の義務について 

  

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するに当たって、次のことを遵守致します。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮いたします。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には医師又は看護職員との連携の上、身

元保証人への連絡を迅速に行います。 

③ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約

者又は代理人の請求に応じてこれを開示し、また複写物を交付いたします。 

④ ご契約者に対する身体拘束、その他行動を制限する行為を行いません。但し、ご契約者

又は他のご契約者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を

記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合がございます。 

⑤ 事業者及びサービス従事者、又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご
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契約者又はご家族に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩致しません（守秘義

務）。但し、ご契約者に緊急な医療上の必要がある場合、及びご契約者の円滑な退居のた

めの援助を行う際に、ご契約者又はご家族等に関する情報を提供することがございま

す。この場合あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ることと致します。 

 

１０ 虐待防止の取り扱いについて 

 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずる。  

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置  

（２） 虐待の防止のための指針の整備  

（３） 虐待の防止のための従業者に対する研修  

（４） 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（責任者）を配置。  

 

２ 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 

 

１１ 身体拘束の取り扱いについて 

   

当施設は、ご契約者の人権擁護の観点からご契約者に対する身体拘束、その他行動を制限す

る行為を行いません。但し、ご契約者又は他のご利用者等の生命、身体を保護するために緊急

やむを得ない場合には記録に記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合がござ

います。 

 

（１）  身体拘束を行う場合の手続き 

① 緊急やむを得ない理由（切迫性、非代替性、一時性）を満たす状況である場合にの

み、身体拘束を行うことがございます。この場合においても、「身体拘束廃止委員会」

により協議を行い決定致します。 

② 身体拘束を実施する場合には、身元保証人に対し説明を行い、書面において同意を頂

くことと致します。 

③ 必要最小限の方法、及び期間の実施と致します。 

④ 身体拘束の実施に関する記録を作成致します。 

⑤ 身体拘束の廃止に向け、定期的に協議、検討を行います。 

 

１２ 緊急・事故発生時の対応について 

  

緊急時の対応：緊急時にあっては、主治医等、関係医療機関への連絡を行い、医師の指示に

従って適切な対応に努めます。また、身元保証人への連絡を迅速に行います。 

※重要事項説明書最後にあります、緊急時の連絡先をご記入下さい。 
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１３ 非常災害対策について 

 

非常時の対応 

別途定める「地域密着型介護老人福祉施設ななかまど消防計画」により年２回の夜間及び昼

間を想定した避難訓練をご契約者にも参加して頂き実施致します 

 

１４ 事業継続計画について 

 

当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画「業務継続計画」を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じることとする。  

 

１当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施することとする。  

２当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

 

１５ 個人情報の保護について 

  

当施設及び当施設職員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に

関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩致しません（守秘義務）。 

 但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の

状況、及びご家族の連絡先等の情報を提供することがございます。また、ご契約者に関するサ

ービス提供者会議等において、居宅介護支援事業者等の関係機関に対し、ご契約者又はご家族

等に関する情報を提供することがあります。この場合、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意

を得ます。 

 

１６ 施設利用の留意事項について 

   

当施設のご利用にあたって、施設をご利用されている皆様の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保する為、下記の事項をお守り下さい。 

（１） 持ち込み品 

衣類、洗面道具、服用薬など ※その他、生活相談員、介護職員とご相談の上ご持参下

さ 

い。 

（２） 面 会 

面会時間  ９：００～１７：００  

※予約制。事前にご連絡下さい。 

（３） 外出 

外出される場合は、事前にお申し出下さい。 
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（４） 施設・設備の使用上の注意 

① 居室、設備、器具及び、共用施設をその本来の用途に従って利用して下さい。 

② 故意に施設、設備を壊したり汚したりした場合は、ご契約者の自己負担により原状

に復して頂くか、又は相当の代価をお支払い頂く場合がございます。 

③ ご契約者に対するサービスの実施及び、安全衛生等の管理上の必要があると認めら

れる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるもの

とさせて頂きます。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十

分に配慮させて頂きます。 

④ 当施設の職員や他のご契約者に対し、迷惑が及ぶと思われる宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

⑤ 施設での喫煙は出来ません。 

⑥ 施設内へのペットの持ち込み及び、飼育は出来ません。 

⑦ 騒音や他のご契約者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

 

１７ 損害賠償について 

   

当施設での生活において、当施設の責任によりご契約者に生じた損害については、速やかに

その損害を賠償致します。守秘義務に違反した場合も同様と致します。 

 但し、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者

の置かれた心身の状況を斟酌して相応と認められるときに限り、事業者の損害賠償責任を減じ

る場合がございます。 

 

１８ 感染症対策について 

   

当施設における、各種感染症対策については、施設内に設置する感染症対策委員会を中心に

協議・検討・実施・評価を行います。また、行政機関及び、主治医等の医療機関の指示、指導

の下、迅速、適切な対処を行います。 

 

 

１９ 褥瘡の防止について 

   

当施設における褥瘡防止については、施設内に設置する褥瘡対策委員会による協議・検討・

実施・評価を通して、ご契約者の生命及び人権を尊重し生活の質の向上を図り、褥瘡をつくら

ない看護、介護を目指します。また、褥瘡予防の正しい知識と技術、発生時の治療やケアの対

策を統一的に行います。 

 

２０ 身元保証人について 

   

当施設において、ご契約者に対して身元保証人を求めることがございます。但し、ご契約者

に身元保証人を立てることが出来ない相当の理由が認められる場合には、その限りではありま
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せん。 

   

身元保証人は、次の項目の責任を負うこととなります。 

① ご契約者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるように

当施設にご協力願います。 

② 契約の解除、又は契約の終了の場合、当施設と連携してご契約者の状態に応じた適切な

受け入れ先確保に努めて頂きます。 

③ ご契約者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理、その他必要な措置を行っ

て頂きます。 

④ ご契約者が当施設に支払うべきサービスの利用料金を滞納し、一定期間を定め催告した

にもかかわらず、その期限までにサービス利用料金の支払いがない場合、身元保証人に

支払いの義務を負うものとします。 

⑤ 前項の連帯保証人及び身元引受人の負担は、極限額４００，０００円を限度と

する。 

 

 

    令和   年  月   日 

 

 

本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。 

 

 

地域密着介護老人福祉施設 ショートステイ りんどう（併設従来型・空床型） 

 

   

〈説 明 者〉  職 名   生活相談員                

 

氏 名               印  

 

私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けました。 

 

 

〈契 約 者〉 住  所                          

（ご利用者）        

             氏  名                        印  

  

〈身元保証人〉 住  所                           

（ご家族）         

             氏  名                        印  

                             （続柄     ） 
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緊急時及び事故発生時の連絡先 

かかりつけ

医 

①  

病院名  

担当医  

電話番号  

※ 

② 

病院名  

担当医  

電話番号  

緊急連絡先 

① 

氏 名 

（続柄）               （続柄：  ） 

電話番号 

（携帯） 

自宅電話： 

携帯電話： 

住 所   

勤務先  

勤務先 

電話番号 
        

② 

氏 名 

（続柄）                  （続柄 ）     

電話番号 

（携帯）  

住 所 
 

  

勤務先   

勤務先 

電話番号 
 

※ 請求書送付先※ 氏 名  

※ かかりつけ医が 2 名いる場合はご記入下さい。 
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重要事項説明書付属文書 

 

１．施設の概要 

 

（１）建物の構造        木造  地上 2 階 

（２）建物の延べ面積      １,９４６,５１㎡（５８８，８２坪） 

 

 

２．主な職員配置状況 

〈配置職員の職種・職務・員数〉 

  

・・・・施設の管理運営を行い、諸金の指導監督を行います。 

 

 

・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行いま

す。 

    １名の生活相談員を配置しています。 

 

・・・・ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助 

言等を行います。 

 

・・・・主にご契約者の健康管理や療養上の援助を行いますが、日常生 

活上の介護、介助等も行います。２名の看護職員を配置してい

ま 

す。 

 

・・・・ご契約者の個々の身体状況に合わせた献立を作成します。 

 

・・・・ご契約者の機能訓練を担当します。 

 

・・・・ご契約者に係わる施設サービス計画（ケアプラン）を作成しま

す。 

他の職務を兼ねる場合もあります。１名の介護支援専門員を配置 

          しています。 

 

・・・・ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。  

 

 

 

 

施設長 

（管理者） 

生活相談員 

介 護 職 員 

看 護 職 員 

栄 養 士 

機能訓練指導員 

介護支援専門員 

医   師  



夜勤職員 サービス提供

配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （1日につき） （１日につき）

第1段階 380 300 1,149

第2段階 480 600 1,549

第3段階① 880 1,000 2,349

第3段階② 880 1,300 2,649

第4段階 1,231 1,600 3,300

第1段階 380 300 1,259

第2段階 480 600 1,659

第3段階① 880 1,000 2,459

第3段階② 880 1,300 2,759

第4段階 1,231 1,600 3,410

第1段階 380 300 1,314

第2段階 480 600 1,714

第3段階① 880 1,000 2,514

第3段階② 880 1,300 2,814

第4段階 1,231 1,600 3,465

第1段階 380 300 1,383

第2段階 480 600 1,783

第3段階① 880 1,000 2,583

第3段階② 880 1,300 2,883

第4段階 1,231 1,600 3,534

第1段階 380 300 1,456

第2段階 480 600 1,856

第3段階① 880 1,000 2,656

第3段階② 880 1,300 2,956

第4段階 1,231 1,600 3,607

第1段階 380 300 1,536

第2段階 480 600 1,936

第3段階① 880 1,000 2,736

第3段階② 880 1,300 3,036

第4段階 1,231 1,600 3,687

第1段階 380 300 1,595

第2段階 480 600 1,995

第3段階① 880 1,000 2,795

第3段階② 880 1,300 3,095

第4段階 1,231 1,600 3,746

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき 184円

・緊急短期入所受入加算 90 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×14.0％

りんどう　ショートステイ　利用料金表
※令和6年6月1日より適応　 

【従来型居室（併設型）】【　１割負担　】 （単位：円）

介護保険1割負担額 実費負担額

1日あたり基本利用料
負担段階 滞在費 食費

要支援１ 451 18

要介護１ 603 13 18

要支援２ 561 18

要介護３ 745 13 18

要介護２ 672 13 18

13 18

要介護５ 884 13 18

要介護４ 825

１月あたりの介護保険利用料

食費内訳

朝食 昼食 夕食

500円 550円 550円



看護 看護 夜勤職員 サービス提供

体制加算Ⅰ 体制加算Ⅱ 配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （１日につき） （１日につき） （1日につき） （１日につき）

第1段階 320 300 1,084

第2段階 420 390 1,274

第3段階 820 650 1,934

第4段階 1,171 1,392 3,027

第1段階 320 300 1,193

第2段階 420 390 1,383

第3段階 820 650 2,043

第4段階 1,171 1,392 3,136

第1段階 320 300 1,259

第2段階 420 390 1,449

第3段階 820 650 2,109

第4段階 1,171 1,392 3,202

第1段階 320 300 1,328

第2段階 420 390 1,518

第3段階 820 650 2,178

第4段階 1,171 1,392 3,271

第1段階 320 300 1,400

第2段階 420 390 1,590

第3段階 820 650 2,250

第4段階 1,171 1,392 3,343

第1段階 320 300 1,469

第2段階 420 390 1,659

第3段階 820 650 2,319

第4段階 1,171 1,392 3,412

第1段階 320 300 1,537

第2段階 420 390 1,727

第3段階 820 650 2,387

第4段階 1,171 1,392 3,480

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき 184円

・緊急短期入所受入加算 90 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×8.3％

・特定処遇改善加算 ×2.7％

【従来型居室（空床利用型）】 【　１割負担　】 （単位：円）

りんどう　ショートステイ　利用料金表

介護保険1割負担額 実費負担額

1日あたり

※令和3年4月1日より適応　 

基本利用料
負担段階 滞在費 食費

要支援１ 446 18

要支援２ 555 18

596 4 8 13 18

要介護２ 665 4 8 13 18

要介護１

要介護３ 737 4 8 13 18

要介護４ 806 4 8 13 18

要介護５ 874 4 8 13 18

１月あたりの介護保険利用料

1月あたりの介護保険利用料

　　※【空床利用型】とは、特別養護老人ホームの入居者様が医療機関へ入院した際に発生する
　　　　空き部屋を利用したショートステイ利用をさします。

食費内訳

朝食 昼食 夕食

382円 505円 505円



夜勤職員 サービス提供

配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （1日につき） （１日につき）

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき　368円

・緊急短期入所受入加算 180 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×14.0％

りんどう　ショートステイ　利用料金表
※令和6年6月1日より適応　 

【従来型居室（併設型）】【　２割負担　】 （単位：円）

介護保険1割負担額 実費負担額

1日あたり
滞在費 食費

基本利用料
負担段階

36 第4段階 1,231 1,600 3,769要支援１ 902

要介護１ 1,206 26 36

要支援２ 1,122 36 第4段階 1,231 1,600 3,989

第4段階 1,231 1,600 4,099

要介護３ 1,490 26 36

26 36 第4段階 1,231 1,600 4,837要介護２ 1,944

第4段階 1,231 1,600 4,383

要介護４ 1,650

要介護５ 1,768 26 36

26 36 第4段階 1,231 1,600 4,543

１月あたりの介護保険利用料

第4段階 1,231 1,600 4,661

食費内訳

朝食 昼食 夕食

500円 550円 550円



看護 看護 夜勤職員 サービス提供

体制加算Ⅰ 体制加算Ⅱ 配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （１日につき） （１日につき） （1日につき） （１日につき）

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき　368円

・緊急短期入所受入加算 180 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×8.3％

・特定処遇改善加算 ×2.7％

【従来型居室（空床利用型）】 【　２割負担　】 （単位：円）

りんどう　ショートステイ　利用料金表

介護保険1割負担額 実費負担額

1日あたり

※令和3年4月1日より適応　 

基本利用料
負担段階 滞在費 食費

36

要支援２ 1,110

第4段階 1,171 1,392 3,491要支援１ 892

1,392 3,70936 第4段階 1,171

1,392 3,841要介護１ 1,192 8 16 26

要介護２ 1,330

第4段階 1,171

1,392 3,979

36

8 16 26 36 第4段階 1,171

8 16 26 36

要介護４ 1,612

第4段階 1,171 1,392 4,123要介護３ 1,474

1,392 4,261

26 36

8 16 26 36 第4段階 1,171

１月あたりの介護保険利用料

1月あたりの介護保険利用料

第4段階 1,171 1,392 4,397要介護５ 1,748 8 16

　　※【空床利用型】とは、特別養護老人ホームの入居者様が医療機関へ入院した際に発生する
　　　　空き部屋を利用したショートステイ利用をさします。

昼食 夕食

505円 505円
食費内訳

朝食

382円



夜勤職員 サービス提供

配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （1日につき） （１日につき）

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき　552円

・緊急短期入所受入加算 270 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×14.0％

りんどう　ショートステイ　利用料金表
※令和6年6月1日より適応　 

【従来型居室（併設型）】【　３割負担　】 （単位：円）

介護保険1割負担額 実費負担額

1日あたり基本利用料
負担段階 滞在費 食費

要支援１

1,600 4,568

4,2381,353 54 第4段階 1,231 1,600

要支援２ 1,683 54 第4段階 1,231

39 54 第4段階 1,231 1,600 4,733要介護１ 1,809

要介護２

5,159要介護３ 2,235

1,600 4,9402,016 39 54 第4段階 1,231

39 54 第4段階 1,231 1,600

1,600 5,399要介護４ 2,475 39 54 第4段階 1,231

39

１月あたりの介護保険利用料

54 第4段階 1,231 1,600 5,576要介護５ 2,652

食費内訳

朝食 昼食 夕食

500円 550円 550円



看護 看護 夜勤職員 サービス提供

体制加算Ⅰ 体制加算Ⅱ 配置加算Ⅰ 体制強化加算Ⅱ

（１日につき） （１日につき） （１日につき） （1日につき） （１日につき）

※上記以外の加算

・送迎加算（入退居時の送迎を行った場合） 片道につき　552円

・緊急短期入所受入加算 270 円/日

・介護職員処遇改善加算 ×8.3％

・特定処遇改善加算 ×2.7％

※令和3年4月1日より適応　 

【従来型居室（空床利用型）】

りんどう　ショートステイ　利用料金表

1日あたり

【　３割負担　】 （単位：円）

基本利用料
負担段階 滞在費 食費

介護保険1割負担額 実費負担額

1,392 3,95554 第4段階 1,171要支援１ 1,338

1,171 1,392 4,282要支援２ 1,665 54 第4段階

要介護１ 1,788 1,392 4,48024 39 54 第4段階 1,171

39 54 第4段階 1,171 1,392 4,68724

12

要介護２ 1,995 12

1,392 4,90312 24 39 54 第4段階 1,171要介護３ 2,211

54 第4段階 1,171 1,392 5,110要介護４ 2,418 12 24 39

1,392 5,314

１月あたりの介護保険利用料

1月あたりの介護保険利用料

12 24 39 54 第4段階 1,171要介護５ 2,622

505円

　　※【空床利用型】とは、特別養護老人ホームの入居者様が医療機関へ入院した際に発生する
　　　　空き部屋を利用したショートステイ利用をさします。

食費内訳

朝食 昼食 夕食

382円 505円



1,500¥   
2,500¥   
2,500¥   
3,000¥   
4,500¥   
4,500¥   
1,000¥   
1,000¥   
3,000¥   
2,500¥   

理髪業者　　：　　ヘアーサロンアルファ

理髪業者来設日　：　毎月第３木曜日のみ

別紙３

理髪サービス料金表
　カット
　カット＋シャンプー
　カット＋顔剃り
　総合調髪
　パーマ（カット込み）
　毛染め（カット込み）
　シャンプーのみ
　顔剃りのみ
　毛染めのみ
カラー自宅より持参の毛染め



個 人 情 報 使 用 目 的 

 

１．利用目的 

（１） 当事業所における介護、医療サービス提供に係るもの 

（２） 審査支払機関へのレセプト提出・審査支払機関または保険者からの照会への回答 

（３） 損害賠償保険等に係る保険会社への相談または届出等 

（４） 利用開始及び終了の管理・会計・経理・事故等の報告・介護医療サービスの向上 

（５） 広報等で使用する写真等の掲載 

（６） その他、当事業所での介護、医療サービス提供に関する利用 

（７） 他の介護サービス事業所や居宅介護支援事業所との連携（サービス担当者会議）、 

照会への回答、利用者に入院情報提供や診療等、外部の医師から意見・助言を求める場合 

※任意（可能なものに☑をご記載下さい） 

□ 広報等で使用する写真、動画等の掲載（SNS、ホームページ等む） 

（本人は可 □ 親族も可 □ 契約終了後も可 □） 

《上記以外での利用目的》 

当事業所の管理運営業務のうち次のもの 

・ 介護、医療サービスや業務の維持・改善のための資料 

・ 当事業所において行われる学生の実習、および事例研究への協力 

   ・ 外部監査機関、および保険者を含む行政からの調査等に対する情報提供 

２．付記 

（１） 本人に、生命の危険等重大な危険が迫っている場合などはこの限りではありません 

     （救急病院への情報伝達など） 

 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 

入居者      様 家族の尊厳を守り、安全管理に配慮する個人情報保護法の趣旨を踏まえ、「個

人情報使用目的」に記載されている個人情報を適正に使用することについて同意します。 

 

令和  年  月   日 

 

社 会 福 祉 法 人  刀 圭 会 理事長  長谷川  賢  殿 

ショートステイ りんどう 施 設 長  殿 

 

          （ 利用者 ） 住所                       

 

                  氏名                     ㊞ 

 

          （ 家 族 ） 住所                       

                   

                  氏名                     ㊞ 

 

            続柄         

 

代筆理由                   



【 利 用 時 リ ス ク 説 明 書 】 

 

利用者名：               様             説明担当者：  富田 麻美     

 

当施設では利用者様が快適なサービスを利用していただくため、安全な環境作りに努めており

ますが、利用者様の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性が伴うことを 

十分にご理解下さい。（ご理解いただきましたら下記の□にチェックをお願いします。） 

 

《高齢者の特徴に関して》 

 

□ 定期的に転倒や転落の可能性や危険性を評価し、事故防止には努めますが歩行時の転倒、

ベッドや車いすからの転落等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐れがあります。 

□ 介護保険施設は、原則的に身体拘束を行わないことから、転倒・転落による事故の可能

性があります。 

□ 高齢者の骨は骨量が減少し、骨がもろくなると軽微な外力でも骨折の危険性が高くなり

ます。転倒・転落でも容易に骨折する恐れがあります。 

□ 高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。 

□ 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても、皮下出血ができやすい状態にあります。 

□ 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・窒息

の危険性が高い状態にあります。 

□ 食事制限がある方でも、それ相当のリスクへのご理解を得た上で、本人やご家族が希望

するのであれば、できる限り今までの食生活を尊重した支援をさせていただきます。 

□ 利用前日、または当日に下痢やおう吐、発熱症状、感染症の疑いなどの体調不良の場合

には、利用を控えさせていただく場合がございます。 

□ 当施設では感染予防に向けた取り組みを行っておりますが、インフルエンザ、ノロウィ

ルス、新型コロナウィルスなど多様な感染症があり、感染リスクを「0」にすることは

困難です。 

 

また、加齢に伴う身体機能の低下や服用されている薬の影響等から、事故や急変・急死

等はご自宅でも起こりうることですので十分ご留意頂きますようお願い申し上げます。 

なお、説明で分からないことがあれば、ご遠慮なくお尋ね下さい。 

 

私は、上記項目について説明担当者より、利用時のリスクについて説明を受け、十分に

理解しました。 

 

令和  年  月  日  

 

ご家族                 ㊞   （続柄       ）  


